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事後評価報告書（中間評価） 

 

 

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

記 

１．事業概要 

(1) 工事完了日  ：令和３年３月２２日 

(2) サービス開始日：令和３年３月１５日 

 

２．目標達成状況（累計） 

※実績値が前年より減少しているのは、無線局開設後の解約等によるものである。 

 

３．目標達成に向けて実施した取組 

加入促進のため令和２年６月、令和２年１２月の市報にて光化の記事を掲載した。 

 

４．評価 

公共施設用 Wi-Fi の設置数 

現在、公共施設については１３箇所設置している。当初、公共施設の目標を１４箇

所としていたが、公共施設である診療所が令和３年３月に閉鎖したため、対象の公共

施設数が１３箇所となり、全て開設を実施済みである。 

 

指 標 
目標 

（目標年度） 

（実績値/目標値） 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

公共施設Wi-Fi 

の設置数 

13 箇所 

（令和３年度） 
13/13 13/13 

【参考】 

13/13 

【参考】 

-/13 

教育施設Wi-Fi 

の設置数 

３箇所 

（令和３年度） 
3/3 3/3 

【参考】 

3/3 

【参考】 

-/3 

家庭用 Wi-Fi 

の設置数 

320 箇所 

（令和 10 年度） 
322/302 329/302 327/302※ -/310 



 

 

 

５．課題への対応策 

３つの評価指標を全て達成した。今後は、家庭用 Wi-Fi の設置の更なる向上を目指す。 

 

 

教育施設用 Wi-Fi の設置数 

現在、教育施設については計画どおり目標の３箇所での開設を実施済みである。 

家庭用 Wi-Fi の設置数 

家庭用 Wi-Fi については令和 10 年度での目標である 320 箇所を既に達成している。 


